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「
見
沼
元
圦
改
築
之
碑
」
に
つ
い
て

整
理
番
号

題
額

題
額
揮
毫

碑
記
撰
文

碑
記
揮
毫

行
田
○
二

見
沼
元
圦
改
築
之
碑

大
久
保
利
武

早
川
光
蔵

市
河
米
庵

鐫
刻

撰
文
建
碑
年

住
所

場
所

備
考

松
本
良
助

一
九
○
七
・
明
治
四
○

下
中
条

見
沼
元
圦
公
園

一
．
は
じ
め
に

本
石
碑
は
、
見
沼
代
用
水
の
取
水
施
設
で
あ
る
見
沼
元
圦
に
つ
い
て
、
大
規
模
な
改
築
工
事
が
行
わ
れ
、

そ
れ
が
明
治
三
十
九
年
に
竣
功
し
た
こ
と
を
記
念
し
て
建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
見
沼
代
用
水
関
連
の

重
要
施
設
に
つ
い
て
も
、
あ
ら
た
め
て
全
体
的
に
記
述
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
。

○
写
真
１

石
碑
正
面
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○
写
真
２

題
額
（
篆
書
体
）

○
写
真
３
「
碑
記
」
部
分
（
楷
書
体
）

○
写
真
４

石
碑
背
面

二
．
翻
刻
並
に
訳
注

■
翻
刻

◎
題
額見

沼
元
圦

改
築

之
碑
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◎
碑
記

億
玉
縣
知
事
従
四
位
勲
三
等
大
久
保
利
武
篆
額

天
有
旱
澇
地
有
乾
濕
委
之
於
自
然
則
田
稻
不
熟
是
灌
渠
之
所
以
起
也
武
之
億
玉
足
立
南
北
四
郡
土
地
廣
衍
田
疇
萬
餘
頃
而
不
便
于
灌
漑
徳
川
公
吉
宗

憂
之
舉
紀
州
人
井
澤
彌
總
兵
衞
以
經
營
其
事
井
澤
氏
審
察
地
理
獻
言
曰
自
北
億
玉
郡
須
加
村
下
中
條
里
引
利
根
川
貫
流
四
郡
溝
渠
則
灌
漑
足
矣
民
庶

富
矣
公
納
之
起
工
實
享
保
十
二
年
也
因
設
二
閘
門
於
利
根
川
堤
曰
元
圦
曰
増
圦
自
是
穿
新
渠
至
荒
木
村
會
星
川
至
南
億
玉
郡
大
山
村
上
大
﨑
里
與
星

川
分
更
穿
新
渠
設
堰
閘
於
本
流
稱
八
間
又
設
堰
閘
於
星
川
稱
十
六
間
以
増
減
水
量
便
于
灌
漑
而
下
大
山
村
平
野
村
間
有
舊
荒
川
西
来
東
注
因
設
暗
渠

於
川
底
以
南
流
稱
之
伏
越
至
北
足
立
郡
瓦
葺
村
架
木
梘
於
綾
瀬
川
以
通
本
流
稱
之
懸
樋
下
穿
二
渠
稱
西
縁
東
縁
東
縁
至
南
足
立
郡
千
住
町
綾
瀬
村
邊

注
隅
田
川
及
綾
瀬
川
西
縁
至
北
足
立
郡
戸
田
横
曽
根
笹
目
村
邊
注
荒
川
自
元
圦
至
渠
末
十
七
里
餘
其
間
溝
洫
百
八
十
餘
田
一
萬
二
千
五
百
七
十
餘
町

廣
袤
渉
四
郡
七
十
四
町
村
翌
年
竣
功
民
庶
享
利
澤
開
富
饒
之
基
其
功
豈
不
偉
哉
爾
来
百
八
十
年
餘
毎
年
濬
土
砂
修
堤
防
雖
敢
不
怠
歴
年
之
久
或
溝
渠

變
遷
或
灌
漑
失
宜
或
元
圦
木
造
易
朽
其
危
險
不
可
測
矣
明
治
三
十
八
年
十
月
余
豫
□
改
築
之
費
付
組
合
會
議
僉
曰
善
於
是
得
億
玉
縣
及
東
京
府
知
事

允
可
其
十
二
月
起
工
其
制
以
石
煉
瓦
膠
灰
木
材
金
属
作
一
大
暗
渠
其
状
穹
窿
長
十
八
間
前
部
長
二
間
幅
三
尺
五
寸
中
央
高
五
尺
者
六
孔
後
部
長
十
六

間
幅
一
丈
二
尺
七
寸
五
分
中
央
髙
九
尺
者
二
孔
可
以
一
秒
時
通
九
百
十
六
立
方
尺
之
水
矣
由
云
灌
漑
充
足
則
欲
閉
塞
増
圦
也
而
云
工
用
木
材
九
千
八

百
四
十
一
本
硬
石
七
百
七
十
個
砂
礫
三
石
五
斗
五
升
膠
灰
千
七
百
八
十
一
樽
煉
瓦
六
十
六
万
五
千
九
百
三
十
七
個
金
属
二
千
二
百
九
貫
薪
六
千
五
十

二
束
縄
七
千
七
百
三
十
七
條
藁
苞
一
萬
三
千
百
八
十
五
竹
九
千
九
百
五
十
六
竿
莎
草
一
萬
八
千
九
百
枚
職
工
及
雜
役
夫
五
万
三
千
三
百
四
十
八
人
加

之
工
吏
十
七
人
工
夫
三
人
百
二
十
餘
日
而
完
成
實
三
十
九
年
四
月
也
總
費
金
五
萬
四
千
八
百
六
十
七
圎
餘
而
縣
出
金
二
万
千
五
百
四
十
五
圎
餘
府
出

金
四
千
三
百
二
十
圎
餘
以
補
助
之
其
餘
係
組
合
町
村
出
費
矣
初
起
工
也
工
事
不
可
不
堅
牢
又
不
可
失
其
成
期
請
監
督
於
本
縣
廳
本
縣
知
事
大
久
保
利

武
君
乃
命
土
木
課
長
技
師
牧
彦
七
監
之
與
余
胥
謀
百
方
指
揮
督
勵
得
不
違
期
工
成
水
利
得
宜
乾
濕
之
地
灌
漑
悉
適
度
矣
年
恰
遇
旱
天
灌
漑
不
乏
又
遭
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利
根
川
洪
水
而
堤
防
不
潰
是
以
得
證
元
圦
工
事
堅
牢
組
合
會
員
大
喜
咸
請
勒
之
於
石
以
無
朽
其
功
乃
作
詩
以
繋
之
曰

武
之
四
郡
素
豐
饒
郷
灌
漑
不
遍
田
疇
漸
荒
幕
府
擧
人
逧
開
水
利
溝
渠
既
全
為
膏
腴
地
星
移
物
換
閘
門
不
完
僉
曰
改
築

計
畫
請
官
官
允
吏
奉
堅
牢
無
倫
通
水
如
意
潤
澤
平
均
黄
稻
穰
穰
満
田
溢
畛
民
庶
福
利
千
秋
万
春
茲
釀
美
酒
養
老
祀
神

明
治
四
十
年
五
月

億
玉
縣
北
足
立
郡
長
従
六
位
勲
六
等
早
川
光
藏
撰
文

従
七
位
市
河
三
□
書

松
本
良
助
□
字

＊
異
体
字
等

○
億

埼
。

○
﨑

崎
。

○
□

算
。

○
云

此
。

○
圎

圓
。

○
逧

能
。

○
□

兼
。

○
□

刻
。
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●
本
文
（
い
わ
ゆ
る
旧
字
体
と
し
、
一
行
毎
に
改
行
し
た
）

◎
題
額

埼
玉
縣
知
事
從
四
位
勲
三
等
大
久
保
利
武
篆
額
。

天
有
旱
澇
、
地
有
乾
濕
。

委
之
於
自
然
、
則
田
稻
不
熟
。

是
灌
渠
之
所
以
起
也
。

武
之
埼
玉
足
立
南
北
四
郡
、
土
地
廣
衍
、
田
疇
萬
餘
頃
。

而
不
便
于
灌
漑
。

徳
川
公
吉
宗
、
憂
之
、
舉
紀
州
人
井
澤
彌
總
兵
衞
、
以
經
營
其
事
。

井
澤
氏
審
察
地
理
、
獻
言
曰
、

自
北
埼
玉
郡
須
加
村
下
中
條
里
、
引
利
根
川
、
貫
流
四
郡
溝
渠
、
則
灌
漑
足
矣
、
民
庶
富
矣
。

公
納
之
、
起
工
。

實
享
保
十
二
年
也
。

因
設
二
閘
門
於
利
根
川
堤
、
曰
元
圦
、
曰
増
圦
。

自
是
穿
新
渠
、
至
荒
木
村
、
會
星
川
。

至
南
埼
玉
郡
大
山
村
上
大
崎
里
、
與
星
川
分
、
更
穿
新
渠
。

設
堰
閘
於
本
流
、
稱
八
間
。

又
設
堰
閘
於
星
川
、
稱
十
六
間
。

以
増
減
水
量
、
便
于
灌
漑
。

而
下
、
大
山
村
平
野
村
間
、
有
舊
荒
川
、
西
來
東
注
。

因
設
暗
渠
於
川
底
、
以
南
流
。
稱
之
伏
越
。

至
北
足
立
郡
瓦
葺
村
、
架
木
梘
於
綾
瀬
川
、
以
通
本
流
。
稱
之
懸
樋
。

下
穿
二
渠
、
稱
西
縁
東
縁
。

東
縁
至
南
足
立
郡
千
住
町
綾
瀬
村
邊
、
注
隅
田
川
及
綾
瀬
川
。

西
縁
至
北
足
立
郡
戸
田
横
曽
根
笹
目
村
邊
、
注
荒
川
。

自
元
圦
至
渠
末
十
七
里
餘
、
其
間
溝
洫
百
八
十
餘
、
田
一
萬
二
千
五
百
七
十
餘
町
、
廣
袤
渉
四
郡
七
十

四
町
村
。

翌
年
竣
功
。

民
庶
享
利
澤
、
開
富
饒
之
基
。
其
功
豈
不
偉
哉
。

爾
來
百
八
十
年
餘
、
毎
年
濬
土
砂
、
修
堤
防
。

雖
敢
不
怠
、
歴
年
之
久
、
或
溝
渠
變
遷
、
或
灌
漑
失
宜
、
或
元
圦
木
造
易
朽
、
其
危
險
不
可
測
矣
。

明
治
三
十
八
年
十
月
、
余
豫
算
改
築
之
費
、
付
組
合
會
議
。

僉
曰
、
善
。

於
是
得
埼
玉
縣
及
東
京
府
知
事
允
可
。

其
十
二
月
起
工
。

其
制
、
以
石
煉
瓦
膠
灰
木
材
金
屬
、
作
一
大
暗
渠
。

其
状
、
穹
窿
長
十
八
間
。

前
部
、
長
二
間
、
幅
三
尺
五
寸
、
中
央
高
五
尺
者
六
孔
。

後
部
、
長
十
六
間
、
幅
一
丈
二
尺
七
寸
五
分
、
中
央
高
九
尺
者
二
孔
。

可
以
一
秒
時
通
九
百
十
六
立
方
尺
之
水
矣
。
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由
此
、
灌
漑
充
足
、
則
欲
閉
塞
増
圦
也
。

而
此
工
、
用
木
材
九
千
八
百
四
十
一
本
、
硬
石
七
百
七
十
個
、
砂
礫
三
石
五
斗
五
升
、
膠
灰
千
七
百
八

十
一
樽
、
煉
瓦
六
十
六
萬
五
千
九
百
三
十
七
個
、
金
屬
二
千
二
百
九
貫
、
薪
六
千
五
十
二
束
、
繩
七
千

七
百
三
十
七
條
、
藁
苞
一
萬
三
千
百
八
十
五
、
竹
九
千
九
百
五
十
六
竿
、
莎
草
一
萬
八
千
九
百
枚
。

職
工
及
雜
役
夫
五
萬
三
千
三
百
四
十
八
人
。
加
之
、
工
吏
十
七
人
工
夫
三
人
。

百
二
十
餘
日
而
完
成
。

實
三
十
九
年
四
月
也
。

總
費
金
五
萬
四
千
八
百
六
十
七
圓
餘
。

而
縣
出
金
二
萬
千
五
百
四
十
五
圓
餘
、
府
出
金
四
千
三
百
二
十
圓
餘
、
以
補
助
之
。

其
餘
係
組
合
町
村
出
費
矣
。

初
起
工
也
、
工
事
不
可
不
堅
牢
、
又
不
可
失
其
成
期
。

請
監
督
於
本
縣
廳
。

本
縣
知
事
大
久
保
利
武
君
、
乃
命
土
木
課
長
技
師
牧
彦
七
、
監
之
。

與
余
胥
謀
、
百
方
指
揮
督
勵
、
得
不
違
期
。

工
成
、
水
利
得
宜
。

乾
濕
之
地
、
灌
漑
悉
適
度
矣
。

年
恰
遇
旱
天
、
灌
漑
不
乏
。

又
遭
利
根
川
洪
水
、
而
堤
防
不
潰
。

是
以
得
證
元
圦
工
事
堅
牢
。

組
合
會
員
大
喜
、
咸
請
勒
之
於
石
、
以
無
朽
其
功
。

乃
作
詩
、
以
繋
之
曰
、

武
之
四
郡
、
素
豐
饒
郷
。
灌
漑
不
遍
、
田
疇
漸
荒
。

幕
府
擧
人
、
能
開
水
利
。
溝
渠
既
全
、
爲
膏
腴
地
。

星
移
物
換
、
閘
門
不
完
。
僉
曰
改
築
、
計
畫
請
官
。

官
允
吏
奉
、
堅
牢
無
倫
。
通
水
如
意
、
潤
澤
平
均
。

黄
稻
穰
穰
、
滿
田
溢
畛
。
民
庶
福
利
、
千
秋
萬
春
。

茲
釀
美
酒
、
養
老
祀
神
。

明
治
四
十
年
五
月
、
埼
玉
縣
北
足
立
郡
長
從
六
位
勲
六
等
早
川
光
藏
撰
文
。

從
七
位
市
河
三
兼
書
。

松
本
良
助
刻
字
。

●
訓
訳

埼
玉
縣
知
事
從
四
位
勲
三
等
大
久
保
利
武
篆
額
。

天
に
旱
澇
有
り
、
地
に
乾
濕
有
り
。

之
を
自
然
に
委
ぬ
れ
ば
、
則
ち
田
稻
熟
せ
ず
。

ゆ
だ

是
れ
灌
渠
の
起
る
所
以
な
り
。

武
の
埼
玉
足
立
南
北
四
郡
、
土
地
は
廣
衍
に
し
て
、
田
疇
は
萬
餘
頃
あ
り
。

而
し
て
灌
漑
に
便
な
ら
ず
。

徳
川
公
吉
宗
、
之
を
憂
ひ
、
紀
州
の
人
井
澤
彌
總
兵
衞
を
舉
し
て
、
以
て
其
の
事
を
經
營
せ
し
む
。

井
澤
氏
、
地
理
を
審
察
し
、
獻
言
し
て
曰
く
、
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北
埼
玉
郡
須
加
村
下
中
條
里
よ
り
、
利
根
川
を
引
き
、
四
郡
の
溝
渠
を
貫
流
す
れ
ば
、
則
ち
灌
漑
足
り
、

民
庶
富
ま
ん
、
と
。

公
之
を
納
れ
、
工
を
起
こ
す
。

實
に
享
保
十
二
年
な
り
。

因
り
て
二
閘
門
を
利
根
川
の
堤
に
設
く
、
曰
く
元
圦
、
曰
く
増
圦
。

是
よ
り
新
渠
を
穿
ち
、
荒
木
村
に
至
り
て
、
星
川
に
會
す
。

こ
こ南

埼
玉
郡
大
山
村
上
大
崎
里
に
至
り
て
、
星
川
と
分
か
れ
、
更
に
新
渠
を
穿
つ
。

堰
閘
を
本
流
に
設
け
、
八
間
と
稱
す
。

又
た
堰
閘
を
星
川
に
設
け
、
十
六
間
と
稱
す
。

以
て
水
量
を
増
減
し
、
灌
漑
に
便
に
す
。

而
下
、
大
山
村
平
野
村
の
間
に
、
舊
荒
川
の
西
よ
り
來
り
て
東
に
注
ぐ
有
り
。

じ

か

因
り
て
暗
渠
を
川
底
に
設
け
、
以
て
南
流
せ
し
む
。
之
を
伏
越
と
稱
す
。

北
足
立
郡
瓦
葺
村
に
至
り
、
木
梘
を
綾
瀬
川
に
架
し
、
以
て
本
流
を
通
す
。
之
を
懸
樋
と
稱
す
。

下
に
二
渠
を
穿
ち
、
西
縁
東

縁
と
稱
す
。

に
し
べ
り
ひ
が
し
べ
り

東
縁
は
、
南
足
立
郡
千
住
町
綾
瀬
村
邊
に
至
り
て
、
隅
田
川
及
び
綾
瀬
川
に
注
ぐ
。

西
縁
は
、
北
足
立
郡
戸
田
横
曽
根
笹
目
村
邊
に
至
り
て
、
荒
川
に
注
ぐ
。

元
圦
よ
り
渠
末
に
至
る
ま
で
十
七
里
餘
な
り
。

其
の
間
、
溝
洫
百
八
十
餘
、
田
一
萬
二
千
五
百
七
十
餘
町
、
廣
袤
四
郡
七
十
四
町
村
に
渉
る
。

翌
年
功
を
竣
ふ
。

を

民
庶
、
利
澤
を
享
け
、
富
饒
の
基
を
開
く
。
其
の
功
豈
に
偉
な
ら
ざ
る
か
な
。

ふ

ぜ

う

あ

爾
來
百
八
十
年
餘
、
毎
年
土
砂
を
濬
ひ
、
堤
防
を
修
む
。

さ
ら

敢
へ
て

怠
ら
ず
と
雖
も
、
歴
年
の
久
し
き
に
、
或
ひ
は
溝
渠
變
遷
し
、
或
ひ
は
灌
漑
宜
を
失
し
、
或
ひ

お
こ
た

は
元
圦
木
造
に
し
て
朽
ち
易
く
、
其
の
危
險
測
る
べ
か
ら
ず
。

明
治
三
十
八
年
十
月
、
余
改
築
の
費
を
豫
算
し
て
、
組
合
の
會
の
議
に
付
す
。

僉
曰
く
、
善
し
、
と
。

み
な是

に
お
い
て
、
埼
玉
縣
及
び
東
京
府
知
事
の
允
可
を
得
。

こ
こ

い
ん

か

其
の
十
二
月
に
工
を
起
こ
す
。

其
の
制
は
、
石
煉
瓦
膠
灰
木
材
金
屬
を
以
て
し
、
一
大
暗
渠
を
作
る
な
り
。

其
の
状
は
、
穹
窿
は
長
さ
十
八
間
。

前
部
は
、
長
さ
二
間
、
幅
三
尺
五
寸
、
中
央
の
高
さ
五
尺
な
る
者
六
孔
。

後
部
は
、
長
さ
十
六
間
、
幅
一
丈
二
尺
七
寸
五
分
、
中
央
の
高
さ
九
尺
な
る
者
二
孔
。

以
て
一
秒
時
に
九
百
十
六
立
方
尺
の
水
を
通
ず
べ
し
。

此
よ
り
、
灌
漑
充
足
す
れ
ば
、
則
ち
増
圦
を
閉
塞
せ
ん
と
欲
す
。

而
し
て
此
の
工
、
木
材
九
千
八
百
四
十
一
本
、
硬
石
七
百
七
十
個
、
砂
礫
三
石
五
斗
五
升
、
膠
灰
千
七

百
八
十
一
樽
、
煉
瓦
六
十
六
萬
五
千
九
百
三
十
七
個
、
金
屬
二
千
二
百
九
貫
、
薪
六
千
五
十
二
束
、
繩

七
千
七
百
三
十
七
條
、
藁
苞
一
萬
三
千
百
八
十
五
、
竹
九
千
九
百
五
十
六
竿
、
莎
草
一
萬
八
千
九
百
枚

わ
ら
づ
と

を
用
ふ
。

職
工
及
び
雜
役
夫
は
五
萬
三
千
三
百
四
十
八
人
。
之
に
加
ふ
る
に
、
工
吏
十
七
人
工
夫
三
人
あ
り
。

百
二
十
餘
日
に
し
て
完
成
す
。

實
に
三
十
九
年
四
月
な
り
。
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總
費
、
金
五
萬
四
千
八
百
六
十
七
圓
餘
な
り
。

而
し
て
縣
は
金
二
萬
千
五
百
四
十
五
圓
餘
を
出
し
、
府
は
金
四
千
三
百
二
十
圓
餘
を
出
し
、
以
て
之
を

補
助
す
。

其
の
餘
は
組
合
町
村
の
出
費
に
係
る
。

初
め
て
工
を
起
こ
す
や
、
工
事
は
堅
牢
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
も
、
又
た
其
の
成
期
を
失
す
べ
か
ら
ず
。

監
督
を
本
縣
廳
に
請
ふ
。

本
縣
知
事
大
久
保
利
武
君
、
乃
ち
土
木
課
長
技
師
牧
彦
七
に
命
じ
、
之
を
監
せ
し
む
。

余
と
胥
に
謀
り
、
百
方
指
揮
督
勵
し
、
期
に
違
は
ざ
る
を
得
。

と
も

工
成
り
、
水
利
宜
し
き
を
得
。

乾
濕
の
地
、
灌
漑

悉

く
度
に
適
す
。

こ
と
ご
と

年
恰
も
旱
天
に
遇
ふ
も
、
灌
漑
乏
し
か
ら
ず
。

あ
た
か

又
た
利
根
川
の
洪
水
に
遭
ふ
も
、
而
も
堤
防
潰
え
ず
。

つ
ひ

是
を
以
て
、
元
圦
工
事
の
堅
牢
な
る
こ
と
を
證
す
る
を
得
た
り
。

組
合
會
員
大
い
に
喜
び
、
咸
な
之
を
石
に
勒
し
て
、
以
て
其
の
功
を
無
朽
に
せ
ん
こ
と
を
請
ふ
。

乃
ち
詩
を
作
り
て
、
以
て
之
に
繋
け
て
曰
く
、

武
の
四
郡
、
素
と
豐
饒
の
郷
な
り
。
灌
漑
遍
か
ら
ず
、
田
疇
漸
く
荒
る
。

あ
ま
ね

や
う
や

幕
府
人
を
擧
げ
、
能
く
水
利
を
開
く
。
溝
渠
既
に
全
く
、
膏
腴
の
地
と
な
る
。

星
移
り
物
換
は
り
、
閘
門
完
か
ら
ず
。
僉
、
改
築
を
曰
ひ
、
計
畫
し
官
に
請
ふ
。

か

ま
つ
た

官
允
し
吏
奉
じ
、
堅
牢
な
る
こ
と
倫
無
し
。
水
を
通
ず
る
こ
と
意
の
ご
と
く
、
潤
澤
平
均
な
り
。

ゆ
る

ほ
う

黄
稻
穰
穰
と
し
て
、
田
に
滿
ち
畛
に
溢
る
。
民
庶
福
利
、
千
秋
萬
春
な
り
。

あ
ふ

茲
に
美
酒
を
釀
し
、
老
を
養
ひ
神
を
祀
ら
ん
。

こ
こ

か
も

ま
つ

明
治
四
十
年
五
月
、
埼
玉
縣
北
足
立
郡
長
從
六
位
勲
六
等
早
川
光
藏
撰
文
す
。

從
七
位
市
河
三
兼
書
す
。

松
本
良
助
刻
字
す
。

●
人
物

○
大
久
保
利
武

慶
応
元
（
一
八
六
五
）
年
か
ら
昭
和
一
八
（
一
九
四
三
）
年
。
大
久
保
利
通
の
三
男
。

お

お

く

ぼ

と
し
た
け

明
治
二
○
（
一
八
八
七
）
年
に
第
一
高
等
中
学
校
を
卒
業
後
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
等
に
留
学
。
帰
国
後

は
、
内
務
大
臣
秘
書
官
・
大
分
県
知
事
等
を
歴
任
し
て
、
同
三
八
（
一
九
○
五
）
年
に
第
一
三
代
埼
玉

県
知
事
と
な
る
。
四
○
歳
の
若
さ
で
あ
っ
た
。
同
四
十
（
一
九
○
七
）
年
十
二
月
、
農
商
務
省
商
工
局

長
に
転
じ
、
以
後
大
阪
府
知
事
や
貴
族
院
勅
選
議
員
に
任
ぜ
ら
れ
る
な
ど
要
職
を
歴
任
し
た
。

○
徳
川
公
吉
宗

貞
享
元
（
一
六
八
四
）
年
か
ら
寛
延
四
（
一
七
五
一
）
年
。
初
代
将
軍
家
康
の
曾
孫

で
、
四
代
将
軍
家
綱
の
は
と
こ
に
あ
た
る
。
紀
州
藩
主
徳
川
光
貞
の
四
男
と
し
て
生
ま
れ
る
。
紀
州
徳

川
藩
の
支
藩
と
も
い
う
べ
き
越
前
葛
野
藩
主
と
な
る
が
、
本
家
の
藩
主
が
相
次
い
で
逝
去
し
た
の
を
受

け
、
二
十
二
歳
で
紀
州
藩
主
に
就
任
。
こ
の
と
き
将
軍
綱
吉
か
ら
諱
を
賜
り
吉
宗
と
改
名
。
享
保
元
年

に
将
軍
家
継
が
早
逝
し
、
吉
宗
が
第
八
代
将
軍
と
な
っ
た
。
在
職
一
七
一
六
か
ら
一
七
四
五
年
。

○
井
澤
彌
惣
兵
衞

承
応
三
（
一
六
五
四
）
年
か
ら
元
文
三
（
一
七
三
八
）
年
。
紀
伊
国
溝
ノ
口
の
豪

農
の
出
身
。
元
禄
三
（
一
六
九
○
）
年
に
紀
州
藩
の
徳
川
光
貞
に
召
し
出
さ
れ
る
。
の
ち
藩
主
徳
川
吉

宗
の
命
を
受
け
、
紀
の
川
流
域
の
新
田
開
発
を
行
う
。
吉
宗
が
将
軍
と
な
る
と
全
国
的
な
灌
漑
や
新
田

開
発
を
命
じ
ら
れ
た
。
主
な
事
業
と
し
て
、
見
沼
開
発
の
他
に
も
、
多
摩
川
改
修
、
下
総
国
手
賀
沼
新
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田
開
発
、
木
曽
三
川
改
修
な
ど
が
あ
る
。

○
牧
彦
七

不
詳
。

○
早
川
光
蔵

弘
化
四
（
一
八
四
七
）
年
か
ら
大
正
五
（
一
九
一
五
）
年
。
号
は
藍
澳
。
多
門
寺
村
（
現

加
須
市
）
の
出
身
。
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
羽
生
学
校
長
と
な
り
、
一
旦
千
葉
県
に
転
じ
た
が
、
同
（
一

八
七
七
）
十
年
に
埼
玉
県
に
も
ど
り
、
衛
生
課
長
な
ど
を
経
て
、
同
三
十
（
一
八
九
七
）
年
か
ら
十
八
年

間
、
北
葛
飾
郡
長
と
北
足
立
郡
長
を
つ
と
め
た
。
病
の
た
め
大
正
四
（
一
九
一
四
）
年
に
官
を
辞
し
、
翌

年
亡
く
な
っ
た
。
漢
詩
文
に
す
ぐ
れ
、
第
二
代
埼
玉
県
令
白
根
多
助
を
中
心
と
す
る
漢
学
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
一
翼
を
担
っ
て
い
た
。
詩
文
集
に
「
藍
澳
遺
稿
」
が
あ
り
本
碑
文
を
収
録
。

○
市
河
三
兼

号
は
万
庵
。
天
保
九
（
一
八
三
八
）
か
ら
明
治
四
○
（
一
九
○
七
）
年
。
幕
末
三
筆
の

ひ
と
り
で
あ
る
市
河
米
庵
の
子
。
洋
式
砲
術
を
学
び
、
鉄
砲
方
と
な
る
が
、
の
ち
養
子
に
家
督
を
譲
り
、

書
を
生
業
と
す
る
。
明
治
維
新
後
政
府
に
仕
え
、
明
治
三
（
一
八
七
○
）
年
に
ロ
ン
ド
ン
で
印
刷
さ
れ

た
、
日
本
最
初
の
紙
幣
の
文
字
を
担
当
し
た
。
同
四
○
年
一
一
月
一
○
日
に
死
去
し
て
お
り
、
本
碑
文

は
、
死
の
直
前
の
作
品
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

○
松
本
良
助

不
詳
。

●
注

○
旱
澇

旱
魃
と
水
災
。
ひ
で
り
と
長
雨
。

○
田
疇

田
畑
、
耕
作
地
。

○
經
營

計
画
を
立
て
て
事
業
を
営
む
。

○
審
察

細
か
く
観
察
す
る
、
よ
く
考
え
る
。

○
溝
渠

み
ぞ
、
堀
。
防
衛
や
灌
漑
・
排
水
用
の
水
路
。

○
納

意
見
を
受
け
入
れ
る
。
察
納
。

○
閘
門

開
閉
式
の
水
門
。

○
荒
木
村

現
行
田
市
大
字
荒
木
。

○
星
川

利
根
川
水
系
の
一
級
河
川
。
熊
谷
市
内
を
源
と
し
、
東
に
流
れ
て
見
沼
代
用
水
と
合
流
す
る
。

こ
こ
ま
で
を
上
星
川
と
い
う
。
今
の
久
喜
市
菖
蒲
と
上
大
崎
の
境
で
見
沼
代
用
水
か
ら
分
流
す
る
。
こ

れ
以
下
を
下
星
川
と
い
う
。
東
南
に
流
れ
、
白
岡
市
と
蓮
田
市
の
境
界
で
元
荒
川
に
注
ぐ
。

○
南
埼
玉
郡
大
山
村
上
大
崎
里

今
の
久
喜
市
大
字
上
大
崎
。

○
堰
閘

堰
（
水
を
堰
き
止
め
る
機
能
）
を
伴
う
水
門
。
堰
の
開
閉
に
よ
り
、
水
量
を
調
節
し
た
。

○
八
間

八
間
堰
。

○
十
六
間

十
六
間
堰
。

○
而
下

以
下
。
こ
こ
よ
り
下
流
。

○
大
山
村

現
、
久
喜
市
上
大
崎
と
白
岡
市
下
大
崎
・
柴
山
。
大
崎
と
柴
山
の
合
成
村
名
。
元
荒
川
の

北
岸
。

○
平
野
村

現
、
蓮
田
市
上
平
野
・
高
虫
等
。
元
荒
川
の
南
岸
。

○
舊
荒
川

元
荒
川
。
利
根
川
水
系
の
中
川
支
流
の
一
級
河
川
。
か
つ
て
は
荒
川
の
本
流
で
あ
っ
た
が
、

江
戸
時
代
初
期
に
、
伊
奈
忠
治
に
よ
り
荒
川
の
西
遷
が
行
わ
れ
、
本
流
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
。

○
北
足
立
郡
瓦
葺
村

現
、
上
尾
市
大
字
瓦
葺
。

○
木
梘

木
製
の
筧
。
筧
は
水
を
流
す
樋
。

か
け
ひ

○
綾
瀬
川

利
根
川
水
系
中
川
の
支
流
。
桶
川
市
内
を
源
と
し
、
東
、
南
東
に
流
れ
、
東
京
に
入
り
、
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中
川
に
合
流
す
る
。

○
南
足
立
郡
千
住
町

現
、
足
立
区
千
住
。

○
隅
田
川

現
東
京
北
区
岩
淵
水
門
か
ら
東
京
湾
に
注
ぐ
一
級
河
川
。

○
戸
田

村
。
現
、
戸
田
市
の
一
部
。

○
横
曽
根

村
。
現
、
川
口
市
南
部
。

○
笹
目
村

現
、
戸
田
市
西
部
南
側
。
大
字
笹
目
な
ど
。

○
荒
川

埼
玉
県
、
山
梨
県
、
長
野
県
三
県
が
境
を
接
す
る
甲
武
信
ヶ
岳
を
源
と
し
、
埼
玉
県
内
を
流

れ
て
東
京
湾
に
注
ぐ
一
級
河
川
。

○
廣
袤

土
地
の
広
さ
。
通
常
は
「
廣
袤
千
里
（
千
里
四
方
の
広
さ
）
」
の
よ
う
に
長
さ
や
広
さ
を
示
す

数
字
を
伴
う
が
、
こ
こ
で
は
「
廣
袤
七
十
四
町
村
」
と
数
多
く
の
町
村
に
渉
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。

○
富
饒

富
み
栄
え
る
、
富
裕
。

○
組
合
會

見
沼
代
用
水
の
管
理
は
、
明
治
以
降
は
官
営
の
時
代
を
経
て
、
明
治
十
九
年
に
設
立
さ
れ

た
受
益
者
農
民
の
組
織
で
あ
る
「
見
沼
代
用
水
路
水
利
土
功
会
」
が
担
う
こ
と
と
な
っ
た
。
同
会
は
、

同
三
十
七
年
に
「
見
沼
代
用
水
路
普
通
水
利
組
合
」
へ
と
発
展
的
解
消
。
以
後
、
昭
和
二
十
九
年
の
見

沼
代
用
水
路
土
地
改
良
区
成
立
ま
で
普
通
水
利
組
合
が
管
理
し
た
。
組
合
執
行
部
の
長
を
組
合
管
理
者

と
い
い
、
議
決
機
関
（
評
議
会
の
よ
う
な
も
の
）
を
組
合
会
と
い
っ
た
。
ま
た
組
合
会
の
メ
ン
バ
ー
を

議
員
と
い
っ
た
。
な
お
初
代
の
組
合
管
理
者
は
、
北
足
立
郡
長
の
早
川
光
蔵
が
任
命
さ
れ
た
。

○
制

制
度
、
し
く
み
。

○
膠
灰

セ
メ
ン
ト
。

○
穹
窿

中
央
が
高
く
弓
な
り
に
曲
が
っ
た
さ
ま
。
ア
ー
チ
型
。
こ
こ
で
は
ア
ー
チ
型
の
樋
管
。

○
砂
礫

砂
利
。

○
藁
苞

空
の
俵
。

○
莎
草

か
や
つ
り
ぐ
さ
だ
が
、
い
わ
ゆ
る
ス
ゲ
（
菅
）
の
こ
と
だ
ろ
う
。
防
水
用
の
素
材
か
。

○
工
吏

工
事
監
督
者
か
。

○
工
夫

通
常
は
工
事
に
従
事
す
る
人
夫
だ
が
、
な
に
か
特
殊
機
能
を
持
っ
た
工
事
従
事
者
か
。

○
初

事
態
が
起
こ
っ
て
ま
も
な
い
こ
ろ
。

○
百
方

あ
ら
ゆ
る
手
立
て
手
段
を
用
い
る
。

○
膏
腴
地

地
味
が
肥
え
て
い
る
土
地
。

○
星
移

数
月
数
年
と
時
間
が
経
過
す
る
。

○
吏
奉

具
体
的
に
は
、
県
庁
か
ら
役
人
が
派
遣
さ
れ
て
工
事
の
監
督
督
励
に
あ
た
っ
た
こ
と
を
指
す
。

○
穰
穰

穀
物
が
豊
か
に
実
る
さ
ま
。

○
畛

あ
ぜ
。
耕
作
地
の
境
の
道
。

○
養
老

年
寄
り
を
い
た
わ
っ
て
安
楽
に
す
ご
さ
せ
る
こ
と
。
老
人
や
子
ど
も
と
い
っ
た
社
会
的
弱
者

が
衣
食
住
に
苦
労
せ
ず
安
楽
に
す
ご
せ
る
こ
と
は
、
国
が
豊
か
で
善
政
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
象
徴
。

養
老
礼
は
、
年
老
い
て
学
徳
あ
る
人
を
招
い
て
酒
食
を
饗
し
、
敬
い
も
て
な
す
儀
礼
。
こ
こ
で
は
元
圦

の
改
築
に
よ
り
、
こ
の
地
が
豊
か
に
な
っ
た
こ
と
を
受
け
て
、
老
人
を
招
い
て
も
て
な
す
酒
宴
を
開
こ

う
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

○
祀
神

実
り
を
感
謝
し
て
神
を
祀
る
祝
宴
だ
ろ
う
。

●
口
語
訳
（
章
立
て
と
小
見
出
し
は
訳
者
が
便
宜
的
に
つ
け
た
）
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【
篆
額
】

埼
玉
県
知
事
従
四
位
勲
三
等
大
久
保
利
武
の
篆
額
。

【
農
業
用
水
の
必
要
性
】

天
候
に
は
旱
魃
の
と
き
や
長
雨
の
と
き
が
あ
り
、
土
地
の
あ
り
よ
う
と
し
て
は
乾
燥
し
た
と
こ
ろ
や

湿
潤
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
（
こ
の
よ
う
に
、
天
地
の
あ
り
よ
う
は
様
々
で
あ
る
）

だ
か
ら
農
を
行
う
の
に
、
自
然
の
ま
ま
に
委
ね
て
い
た
ら
、
稲
も
穀
物
も
き
ち
ん
と
は
実
ら
な
い
。

こ
れ
こ
そ
、
灌
漑
用
水
・
農
業
用
水
と
い
う
も
の
が
必
要
と
さ
れ
る
わ
け
な
の
で
あ
る
。

【
北
武
蔵
の
農
地
の
あ
り
よ
う
】

武
蔵
国
の
南
北
埼
玉
・
南
北
足
立
の
四
郡
は
、
土
地
は
広
大
で
あ
り
、
田
畑
は
一
万
頃
あ
ま
り
も
あ

る
。
た
だ
し
、
灌
漑
用
水
の
不
足
が
難
で
あ
っ
た
。

【
享
保
の
見
沼
代
用
水
開
鑿
事
業
】

江
戸
の
享
保
年
間
、
時
の
将
軍
徳
川
吉
宗
公
は
、
こ
の
こ
と
を
喫
緊
の
課
題
だ
と
捉
え
ら
れ
た
。
そ

こ
で
紀
州
の
人
で
あ
る
井
沢
弥
惣
兵
衛
を
推
挙
し
、
こ
の
事
業
に
つ
い
て
検
討
・
計
画
さ
せ
た
。

井
沢
氏
は
、
こ
の
地
の
あ
り
さ
ま
を
よ
く
観
察
検
討
し
、
次
の
案
を
献
言
し
た
。

「
北
埼
玉
郡
須
加
村
下
中
條
里
か
ら
利
根
川
の
水
を
引
き
入
れ
、
四
郡
の
水
路
を
貫
流
さ
せ
れ
ば
、
灌

漑
の
用
に
十
分
で
あ
り
、
民
は
豊
か
に
な
る
で
し
ょ
う
」
と
。

吉
宗
公
は
こ
の
案
を
受
け
入
れ
採
用
し
て
、
工
事
を
起
こ
し
た
。

実
に
、
享
保
十
二
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

【
見
沼
代
用
水
事
業
全
体
の
あ
ら
ま
し
】

ま
ず
、
ふ
た
つ
の
水
門
を
利
根
川
の
堤
防
に
築
い
た
。
そ
れ
ぞ
れ
、
元
圦
、
増
圦
と
言
う
。

こ
こ
か
ら
新
た
な
水
路
が
南
に
穿
た
れ
、
北
埼
玉
郡
の
荒
木
村
で
西
か
ら
流
れ
て
き
た
星
川
と
合
流

す
る
。

用
水
は
そ
の
ま
ま
南
埼
玉
郡
の
大
山
村
の
上
大
崎
里
ま
で
至
る
が
、
こ
こ
で
星
川
と
分
流
し
、
更
に

新
ら
し
い
水
路
を
開
鑿
す
る
。

見
沼
代
用
水
の
本
流
に
は
堰
閘
を
設
け
、
八
間
堰
と
言
っ
た
。
ま
た
星
川
に
も
堰
閘
を
設
け
、
十
六

間
堰
と
言
っ
た
。
こ
の
ふ
た
つ
の
堰
に
よ
っ
て
水
量
の
増
減
を
調
節
し
て
、
適
切
な
灌
漑
が
で
き
る
よ

う
に
あ
つ
ら
え
た
。

さ
ら
に
下
大
山
村
と
平
野
村
の
あ
た
り
に
来
る
と
、
元
荒
川
が
、
西
か
ら
来
て
東
に
注
い
で
い
る
。

そ
こ
で
元
荒
川
の
川
底
に
暗
渠
（
サ
イ
フ
ォ
ン
）
を
設
置
し
、
見
沼
代
用
水
を
く
ぐ
ら
せ
て
南
へ
流
し

た
。
こ
れ
を
伏
越
と
言
う
。

さ
ら
に
北
足
立
郡
の
瓦
葺
村
に
至
る
と
、
木
製
の
筧
（
樋
）
を
綾
瀬
川
の
上
に
架
け
渡
し
、
代
用
水

の
本
流
を
そ
こ
に
通
し
た
。
こ
れ
を
懸
樋
と
言
っ
た
。

そ
し
て
懸
樋
の
下
流
で
溝
渠
は
二
筋
に
分
か
れ
る
。
こ
れ
を
（
見
沼
代
用
水
）
西
縁
・
東

縁
と
言
う
。

に
し
べ
り

ひ
が
し
べ
り

東
縁
は
、
南
足
立
郡
千
住
町
綾
瀬
村
の
あ
た
り
に
至
り
、
隅
田
川
及
び
綾
瀬
川
に
合
流
す
る
。

西
縁
は
、
北
足
立
郡
戸
田
村
・
横
曽
根
村
・
笹
目
村
あ
た
り
に
至
っ
て
、
荒
川
に
注
ぐ
。

元
圦
か
ら
用
水
の
末
に
至
る
間
は
、
十
七
里
あ
ま
り
、
そ
の
間
の
用
水
路
は
百
八
十
本
あ
ま
り
あ
る
。

潤
す
田
地
は
一
万
二
千
五
百
七
十
町
あ
ま
り
で
、
代
用
水
流
域
は
、
武
蔵
四
郡
の
七
十
四
町
村
に
及
ん

だ
。

【
竣
功
、
そ
の
利
益
】

翌
、
享
保
十
三
年
に
事
業
が
完
成
し
た
。
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人
民
は
、
み
な
、
そ
の
利
沢
を
享
受
し
、
こ
こ
に
こ
の
地
が
富
裕
と
な
る
基
礎
が
開
か
れ
た
の
で
あ

る
。そ

の
功
績
た
る
や
、
な
ん
と
偉
大
で
は
な
い
か
。

【
施
設
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
と
そ
の
限
界
】

以
来
百
八
十
年
あ
ま
り
た
っ
た
が
、
毎
年
溝
渠
の
堆
積
し
た
土
砂
を
浚
い
、
堤
防
の
修
理
を
行
っ
て
、

さ
ら

用
水
路
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
を
行
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
決
し
て
怠
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
、

年
月
を
重
ね
る
に
つ
れ
て
、
水
が
あ
ふ
れ
出
し
て
水
路
が
流
れ
を
変
え
る
と
こ
ろ
が
出
た
り
、
十
分
な

灌
漑
が
で
き
な
い
と
こ
ろ
が
出
た
り
す
る
な
ど
、
問
題
が
出
て
き
た
。

と
く
に
元
圦
は
木
造
で
あ
る
た
め
に
朽
ち
や
す
く
、
い
つ
壊
れ
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
、
計
り
知

れ
な
い
危
険
が
あ
っ
た
。

【
元
圦
大
改
築
の
企
て
と
実
行
】

明
治
三
十
八
年
十
月
、
北
足
立
郡
長
で
あ
り
、
見
沼
代
用
水
路
普
通
水
利
組
合
管
理
者
で
あ
る
私
は
、

改
築
の
費
用
を
試
算
し
、
組
合
会
の
議
に
諮
っ
た
。

す
る
と
組
合
員
全
員
か
ら
「
よ
ろ
し
い
」
と
の
賛
同
を
得
た
。

か
く
し
て
埼
玉
県
及
び
東
京
府
知
事
に
申
し
出
て
、
允
可
を
得
た
。

同
年
十
二
月
に
工
を
起
こ
し
た
。

【
新
造
の
元
圦
】

新
し
い
元
圦
の
し
く
み
は
、
石
・
煉
瓦
・
セ
メ
ン
ト
・
木
材
・
金
属
を
用
い
て
、
一
大
暗
渠
を
作
る

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

そ
の
形
状
は
、
ア
ー
チ
型
の
樋
管
で
、
全
長
十
八
間
あ
っ
た
。

（
内
部
は
二
構
造
か
ら
な
る
。
）
水
を
取
り
入
れ
る
前
の
部
分
は
、
長
さ
二
間
の
小
樋
管
六
本
か
ら
な
り
、

幅
三
尺
五
寸
、
中
央
の
高
さ
五
尺
の
ア
ー
チ
型
取
入
口
六
口
か
ら
導
水
す
る
。

後
ろ
部
分
は
、
長
さ
十
六
間
の
小
樋
管
二
本
か
ら
な
る
。（
導
水
さ
れ
た
水
を
こ
の
二
樋
管
に
集
め
、
）

幅
一
丈
二
尺
七
寸
五
分
、
中
央
の
高
さ
九
尺
の
ア
ー
チ
型
排
出
口
二
口
か
ら
水
を
水
路
に
排
出
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
一
秒
間
に
、
九
百
十
六
立
方
尺
の
水
を
通
水
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

【
増
圦
不
要
論
】

元
圦
の
大
改
築
に
よ
り
、
灌
漑
用
水
が
充
足
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
増
圦
は
閉
鎖
し
よ
う
と

い
う
こ
と
に
な
っ
た
。

【
改
築
工
事
の
材
料
】

こ
の
工
事
で
用
い
ら
れ
た
材
料
は
以
下
の
通
り
。

木
材
九
千
八
百
四
十
一
本
、
硬
石
七
百
七
十
個
、
砂
利
三
石
五
斗
五
升
、
セ
メ
ン
ト
千
七
百
八
十
一

樽
、
煉
瓦
六
十
六
万
五
千
九
百
三
十
七
個
、
金
属
二
千
二
百
九
貫
、
薪
六
千
五
十
二
束
、
縄
七
千
七
百

三
十
七
本
、
俵
一
万
三
千
百
八
十
五
枚
、
竹
九
千
九
百
五
十
六
竿
、
菅
一
万
八
千
九
百
枚
。

【
従
事
者
】

職
工
及
び
雑
役
夫
が
五
万
三
千
三
百
四
十
八
人
。

さ
ら
に
、
工
吏
十
七
人
と
工
夫
三
人
が
こ
れ
に
加
わ
っ
た
。

【
工
事
日
数
】

工
事
は
、
百
二
十
日
あ
ま
り
で
完
成
し
た
。

実
に
、
明
治
三
十
九
年
四
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

【
工
事
費
用
】
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総
費
用
は
、
五
万
四
千
八
百
六
十
七
円
あ
ま
り
。

埼
玉
県
が
二
万
千
五
百
四
十
五
円
あ
ま
り
を
出
し
、
東
京
府
が
、
四
千
三
百
二
十
円
あ
ま
り
を
出
し

て
補
助
し
た
。

そ
れ
以
外
の
分
（
二
万
九
千
二
円
）
は
、
組
合
と
関
係
町
村
か
ら
の
出
費
で
あ
っ
た
。

【
工
事
督
励
と
期
日
内
の
完
成
】

工
事
が
始
ま
っ
た
段
階
で
の
こ
と
だ
が
、
「
工
事
は
堅
牢
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
一
方
で

完
成
が
時
期
に
間
に
合
わ
な
い
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
、
工
事
の
監
督

を
本
庁
、
す
な
わ
ち
埼
玉
県
庁
に
お
願
い
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

す
る
と
大
久
保
利
武
県
知
事
は
、
土
木
課
長
の
技
師
牧
彦
七
様
を
監
督
者
と
し
て
派
遣
し
て
く
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。

牧
課
長
と
私
と
で
あ
い
謀
り
、
あ
ら
ゆ
る
手
立
て
を
講
じ
て
指
揮
督
励
し
た
結
果
、
時
期
内
に
工
事

を
終
え
る
こ
と
が
で
き
た
。

【
新
造
元
圦
の
す
ば
ら
し
い
働
き
】

築
造
工
事
が
完
成
す
る
と
、
見
沼
の
水
利
は
誠
に
よ
ろ
し
き
を
得
る
よ
う
に
な
っ
た
。

乾
燥
が
ち
な
土
地
も
、
湿
潤
に
す
ぎ
る
土
地
も
、
適
度
な
灌
漑
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
年
、
丁
度
旱
天
に
見
舞
わ
れ
た
が
、
灌
漑
用
水
が
乏
し
く
な
る
こ
と
は
な
く
、
潤
沢
で
あ
っ
た
。

ま
た
利
根
川
の
洪
水
に
も
遭
遇
し
た
が
、
堤
防
が
決
潰
す
る
こ
と
な
く
、
無
事
で
あ
っ
た
。

か
く
し
て
、
元
圦
新
造
工
事
が
堅
牢
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

【
建
碑
の
企
て
】

水
利
組
合
の
会
員
た
ち
は
大
い
に
喜
び
、
組
合
会
と
し
て
こ
の
事
業
の
こ
と
を
碑
文
と
し
て
石
碑
に

刻
み
、
そ
の
功
績
を
永
遠
無
窮
の
も
の
と
し
た
い
と
請
願
し
て
き
た
。

【
碑
文
と
銘
文
の
撰
述
】

そ
こ
で
（
組
合
管
理
者
で
あ
る
私
早
川
が
撰
文
し
た
。
さ
ら
に
）
詩
（
銘
）
を
作
り
、
碑
記
に
つ
な
げ

る
も
の
で
あ
る
。

詩
に
言
う
、

埼
玉
足
立
の
武
蔵
四
郡
は
、
も
と
も
と
富
裕
な
土
地
柄
で
あ
っ
た
。

し
か
し
灌
漑
が
十
分
で
は
な
く
、
田
畑
は
次
第
に
荒
廃
し
て
し
ま
っ
た
。

当
時
の
江
戸
幕
府
は
、
有
能
な
人
物
を
推
挙
し
て
、
み
ご
と
に
水
利
を
開
い
た
。

用
水
路
排
水
路
が
く
ま
な
く
め
ぐ
ら
さ
れ
、
武
蔵
四
郡
は
沃
野
の
地
と
な
っ
た
。

し
か
し
、
長
い
年
月
の
う
ち
に
、
木
材
の
腐
朽
な
ど
が
起
こ
り
、
水
門
も
完
全
で
は
な
く
な
っ
た
。

人
々
（
水
利
組
合
）
は
そ
ろ
っ
て
「
水
門
改
築
」
を
唱
え
、
計
画
を
立
て
て
政
府
に
申
請
し
た
。

政
府
は
認
可
し
、
県
吏
も
命
を
奉
じ
て
督
励
に
あ
た
っ
た
。

そ
こ
で
比
べ
る
も
の
の
な
い
ほ
ど
の
堅
牢
な
水
門
が
完
成
し
た
。

意
の
ま
ま
に
水
を
通
じ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
、
地
域
全
部
が
均
等
に
潤
沢
な
水
を
得
た
。

黄
金
の
稲
穂
が
豊
か
に
実
り
、
田
圃
を
満
た
し
、
あ
ぜ
か
ら
あ
ふ
れ
ん
ば
か
り
で
あ
る
。

民
の
幸
福
と
利
益
は
、
千
年
万
年
と
続
く
だ
ろ
う
。

さ
あ
、
こ
こ
で
美
酒
を
醸
し
だ
し
、
老
人
を
も
て
な
す
養
老
の
礼
や
神
を
祀
る
祝
宴
を
開
こ
う
。

【
記
事
】

明
治
四
十
年
五
月
、
埼
玉
県
北
足
立
郡
長
従
六
位
勲
六
等
早
川
光
藏
が
撰
文
し
た
。

従
七
位
市
河
三
兼
が
書
し
た
。
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松
本
良
助
が
刻
字
し
た
。

三
．
資
料

（
一
）
「
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
」
（
文
政
十
三
（
一
八
三
○
）
年
）
巻
之
二
百
十
四

埼
玉
郡
之
十
九

●
忍
領

◎
下
中
条
村

：
利
根
川

○
三
沼
代
用
水
分
水
口

「
利
根
川
堤
に
あ
り
是
は
三
沼
新
田
開
発
の
時
、
當
郡
及
足
立
郡
の
村
々
、
用
水
の
た
め
に
享
保
十
三

年
井
澤
彌
惣
兵
衛
、
當
村
へ
新
に
利
根
川
分
水
の
口
を
開
き
て
、
二
箇
の
圦
樋
を
置
く
、
一
を
元
圦
樋

と
云
、
享
保
十
三
年
に
造
る
所
な
り
、
長
二
十
四
間
、
横
二
間
、
一
を
増
圦
と
云
、
長
さ
同
じ
、
是
は

翌
十
四
年
造
れ
り
、
是
二
箇
の
圦
樋
の
水
、
共
に
二
十
六
間
を
へ
て
、
合
し
て
一
條
の
流
と
な
り
、
荒

木
村
に
至
り
、
星
川
に
合
し
て
數
村
の
用
水
と
す
、
當
所
に
番
屋
を
建
置
き
圦
樋
を
守
ら
し
む
」

四
．
主
な
参
考
資
料

①
翻
刻
と
訓
訳

・
「
見
沼
代
用
水
沿
革
史
」
（
一
九
五
七
）（
「
見
沼
土
地
改
良
区
史
」
に
再
録
）

②
翻
刻

・
「
利
根
川
上
流
の
碑
」
（
一
九
七
八
）

・
「
い
し
ぶ
み

碑
に
刻
ま
れ
た
埼
玉
の
土
地
改
良
」（
一
九
八
三
）

・
「
伊
奈
町
史
資
料
調
査
報
告
書

第
三
集

伊
奈
町
の
金
石
文
」（
一
九
八
七
）

・
「
葛
西
用
水
史

資
料
編
上
」
（
一
九
八
八
）

③
本
文

・
「
藍
澳
遺
稿
」

④
論
文
な
ど

・
「
見
沼
代
用
水
沿
革
史
」
（
一
九
五
七
）

・
「
見
沼
土
地
改
良
区
史
」
（
一
九
八
七
）
…
…
右
記
を
継
承
加
筆

以
上

二
○
二
五
年
八
月

薄
井
俊
二
訳
す


